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母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則

第 一 条 中 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 」 を 「 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 」 に 、 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 」 を

「 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 」 に 、 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 規 則 」 を 「 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法

施 行 規 則 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 ( 法 第 三 十 二 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) 」 を 「 、 第 三 十 一 条 の 六 第 一

項 若 し く は 第 三 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 若 し く は 第 三 項 」 を 「 、 第 二 項 若 し く は 第 四 項 」 に 改 め 、

同 項 第 二 号 中 「 事 業 開 始 資 金 又 は 事 業 継 続 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 一 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 一 号 若 し く は 第 三 十 六 条

第 一 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 事 業 開 始 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 又 は 令 第 七 条 第 二 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 二 号 若 し く は

第 三 十 六 条 第 二 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 事 業 継 続 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 修 学 資 金 」 を 「 令

第 七 条 第 三 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 三 号 又 は 第 三 十 六 条 第 三 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 修 学 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改

め 、 同 項 第 四 号 中 「 技 能 習 得 資 金 又 は 修 業 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 四 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 四 号 若 し く は 第 三 十 六 条

第 四 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 技 能 習 得 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 又 は 令 第 七 条 第 五 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 五 号 若 し く は

第 三 十 六 条 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 修 業 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 就 職 支 度 資 金 」 を 「 令

第 七 条 第 六 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 六 号 又 は 第 三 十 六 条 第 六 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 就 職 支 度 資 金 」 と 総 称 す る 。 )」

に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 医 療 介 護 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 七 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 七 号 又 は 第 三 十 六 条 第 七 号 に 掲 げ

る 資 金 ( 以 下 「 医 療 介 護 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 生 活 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 八 号 、 第 三 十 一

条 の 五 第 八 号 又 は 第 三 十 六 条 第 八 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 生 活 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 住 宅

資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 九 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 九 号 又 は 第 三 十 六 条 第 九 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 住 宅 資 金 」 と 総 称

す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 転 宅 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 十 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 十 号 又 は 第 三 十 六 条 第 十 号 に

掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 転 宅 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 就 学 支 度 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 十 一 号 、 第

三 十 一 条 の 五 第 十 一 号 又 は 第 三 十 六 条 第 十 一 号 に 掲 げ る 資 金 ( 以 下 「 就 学 支 度 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め 、 同 項

第 十 一 号 中 「 結 婚 資 金 」 を 「 令 第 七 条 第 十 二 号 、 第 三 十 一 条 の 五 第 十 二 号 又 は 第 三 十 六 条 第 十 二 号 に 掲 げ る 資 金

( 以 下 「 結 婚 資 金 」 と 総 称 す る 。 ) 」 に 改 め る 。

第 三 条 の 見 出 し を 「 ( 母 子 ・ 父 子 福 祉 団 体 の 貸 付 申 請 ご に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 法 第 三 十 二 条 第 三 項 」 を 「 法 第

三 十 一 条 の 六 第 四 項 又 は 第 三 十 二 条 第 四 項 」 に 、 「 母 子 福 祉 団 体 」 を 「 母 子 ・ 父 子 福 祉 団 体 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 三 項 中 「 第 四 条 規 定 に よ り 」 を 「 第 四 条 の 規 定 に よ り 」 に 改 め る 。

第 八 条 中 「 令 第 三 十 八 条 」 を 「 令 第 三 十 一 条 の 七 又 は 第 三 十 八 条 」 に 改 め る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 法 第 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 、 第 三 十 一 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 三 十 二 条 第 一 項 」 を 加 え 、

「 女 子 」 を 「 者 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 母 子 福 祉 団 体 」 を 「 母 子 ・ 父 子 福 祉 団 体 」 に 、 「 名 称 、 事 務 所 、 事 業 場 変

更 届 」 を 「 名 称 、 事 務 所 及 び 事 業 場 変 更 届 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 令 第 三 十 八 条 」 を 「 令 第 三 十 一 条 の 七 又 は 第

三 十 八 条 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 二 項 中 「 願 書 」 を 「 変 更 願 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 項 及 び 第 四 項 中 「 女 子 」 を 「 者 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 、 生 活 資 金 又 は 特 例 児 童 扶 養 資 金 」 を 「 又 は 生 活 資 金 」 に 、 「 第 八 口 す ま で 若 し く は 第 三 十 六

条 第 三 号 か ら 第 八 号 ま で 又 は 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 及 び 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 ( 平 成 十

四 年 政 令 第 二 百 七 号 。 以 下 「 改 正 政 令 」 と い う 。 ) 附 則 第 四 条 第 二 項 」 を 「 第 五 号 ま で 若 し く は 第 八 号 、 第 三 十 一

条 の 五 第 三 号 か ら 第 五 口 す ま で 若 し く は 第 八 号 又 は 第 三 十 六 条 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 若 し く は 第 八 号 」 に 改 め 、 同 条

第 二 項 中 「 女 子 」 を 「 者 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 、 生 活 資 金 又 は 特 例 児 童 扶 養 資 金 」 を 「 又 は 生 活 資 金 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 ( 法 第 三 十 二 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 を 「 、 第 三 十 一 条 の 六 第 三 項 若 し く

は 第 三 十 二 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 若 し く は 第 三 十 七 条 第 一 項 又 は 改 正 政 令 附 則 第 四 条 第 三 項 第 二 号 」 を 「 、 第 三 十 一 条 の 六 第

一 項 又 は 第 三 十 七 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 願 書 」 を 「 変 更 願 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 中 「 ( 令 第 三 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 を 「 、 第 三 十 一 条 の 六 第 三 項 た だ し 書 又 は

第 三 十 七 条 第 三 項 た だ し 書 」 に 改 め る 。

第 十 七 条 第 一 項 中 「 法 第 三 十 二 条 第 四 項 」 を 「 法 第 三 十 一 条 の 六 第 五 項 又 は 第 三 十 二 条 第 五 項 」 に 、 「 令 第 三 十

八 条 」 を 「 令 第 三 十 一 条 の 七 又 は 第 三 十 八 条 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 法 第 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 、 第 三 十 一 条

の 六 第 一 項 若 し く は 第 三 十 二 条 第 一 項 」 を 加 え る 。
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第 十 八 条 中 「 法 第 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 、 第 三 十 一 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 三 十 二 条 第 一 項 」 を 加 え 、 「 第 十

七 条 」 を 「 前 条 」 に 改 め る 。

第 二 十 条 の 見 出 し を 「 ( 母 子 家 庭 ( 父 子 家 庭 ・ 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 開 始 届 ご に 改 め 、 同 条 中 「 法 第 二 十 条 」

の 下 に 「 ( 法 第 三 十 一 条 の 七 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 」 を 加 え 、 「 第 三 十 三 条 第 三 項 」 を 「 第 三 十 三 条

第 四 項 」 に 、 「 母 子 家 庭 等 ( 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 開 始 届 」 を 「 母 子 家 庭 ( 父 子 家 庭 ・ 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業

開 始 届 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 の 見 出 し を 「 ( 母 子 家 庭 ( 父 子 家 庭 ・ 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 変 更 届 ご に 改 め 、 同 条 中 「 第 九 条 第 二

項 」 を 「 第 六 条 の 十 七 の 四 又 は 第 七 条 」 に 、 「 母 子 家 庭 等 ( 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 変 更 届 」 を 「 母 子 家 庭 ( 父 子

家 庭 ・ 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 変 更 届 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 の 見 出 し を 「 ( 母 子 家 庭 ( 父 子 家 庭 ・ 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 廃 止 ( 休 止 ) 届 ご に 改 め 、 同 条 中 「 法

第 三 十 三 条 第 四 項 」 を 「 法 第 三 十 一 条 の 七 第 四 項 又 は 第 三 十 三 条 第 五 項 」 に 、 「 母 子 家 庭 等 ( 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援

事 業 廃 止 ( 休 止 ) 届 」 を 「 母 子 家 庭 ( 父 子 家 庭 ・ 寡 婦 ) 日 常 生 活 支 援 事 業 廃 止 ( 休 止 ) 届 」 に 改 め る 。

第 一 号 様 式 中 「 連 」 を 「 燕 」 に 、 「 対 ボ ( 嗣 畑 道 ご を 一 株 同 一 件 判 請 」 に 、 「 砲 ボ ( 嗣 畑 道 ) 前 洋 同 州 ゆ 滞 ヰ 世 部 嚇 」 を

「 申 ボ ( 山 内 ボ ・ 細 道 ) 前 洋 同 州 険 路 4 4 世 論 嚇 」 に 、 「 碍 ボ ( 州 刑 適 ) 前 洋 同 州 険 特 ヰ ゆ 」 を 「 碍 ボ ( 山 内 ボ ・ 州 刑 適 ) 前 洋 同 州 ゆ
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( 同 州 民 斗 向 日 調 囲 品 川 o d 圏 内 勺 0

)

湖 沼 」J 審 議 ' 舟 明 間 以 パ 温 ' 醐 淵 ' 務 字 削 問 時 ' 議 主 将 芽 3 蔀 嚇 J

H 刑 適 耳 減 ' 斗 州 議 3 開 J A 3 4
匠 ( )

市 相 泊

を

工ロ

( 勲 氏 J マ 山 山 凋 囲 品 川 o d 固 守 。 )

湖 沼 」J 審 議 ' 舟 明 間 以 パ 温 ' 醐 淵 ' 務 字 削 問 時 ' 議 主 将 芽 3 蔀 嚇 J

H 刑 適 耳 減 ' 斗 州 議 3 申 ' 斗 州 議 3 山内 J A 3 4
匠 ( )

市 相 泊 工ロ

言 3 4昨 u f b N
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¥ 申 ボ ( 判 請 ) /

一 一 l LT 『 一 公 耳 ~ y ， 、 F L P ' 一

一 i ; l i コ ] 一
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a v芳 首

¥ 開 い 市 ( 山 内 ボ ・ /

一 判 請 ) 前 芹 蹄 一

/ 品 川 即 時 可 。 ¥

同 に 改 め 、 同 様 式 注 意 2 中 「 対 ボ ( 湘 逝 ご を 「 鵡を

対 立 湘 逓 」 に 、 「 J 神 特 凶 川 河 同 州 険 対 立 本 蓮 田 岡 京 琳 同 州 ゆ 」 を

( 嗣 畑 道 ご を 「 鵡 同 一 件 刷 畑 道 」 に 改 め る 。

第 二 号 様 式 中 「 対 ボ ( 湘 逝 ご を 「 鵡 対 立 細 道 」 に 、 「 部 時 童 」 を 「 部 童 」 に 、

「 同 一 件 禅 味 凶 川 河 麟 ゆ 」 に 改 め 、 同 様 式 注 意 3 中 「 対 ボ
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(該当する原因をOで囲む。)

死別、離婚、生死不明、遺棄、海外在留、精神身体の障害、

長期拘禁、未婚の母、その他( ) 

年 月 日

会]

(該当する原因をOで囲む。)

死別、離婚、生死不明、遺棄、海外在留、精神身体の障害、

長期拘禁、未婚の母、未婚の父、その他( ) 

年 月 日

~部-Ql(d。

総川口や縫hl-Eト「母子(寡婦)福祉資金貸付金」会) r母子(父子 ・ 寡婦)福祉資金貸付金J~部公。。

規則(aや縫hlc' 1 1召ー

年 月 日生 どω

年月 日生 歳 ~' I殿」会) I様J~部去の。

総〈口や縫慌を「殿」会) I様J~' I理事」会) I役員J~d.' I母子(寡婦)福祉資金団体貸付申請書」会)I母子(父

子 ・寡婦)福祉資金団体貸付申請書J~' I母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~' 

貸付年月日

及び番号
会] ~' I女子J'"~ I者J~' I者(寡婦)J会) Iもの又は寡婦J~' 

金借入金
会] ~' Iもの(寡婦)J会) Iもの又は寡婦」込書当去の。

線十11ロヤ挺情fト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金借用書」会)I母子(父子 ・寡婦)福祉資金借用書J

~' r母子(寡婦)福祉資金を」会)r母子(父子 ・寡婦)福祉資金をJ~' r母子及び寡婦福祉法」会)r母子及び父

子並びに寡婦福祉法J~' I年 3%J会) I年 %J ~' I円あて」会) I円ずつ」込書当去の。

線十川ait'縫hlモト「殿」会) I様J~' I理事」会) I役員J~' I母子(寡婦)福祉資金借用書」会)I母子(父子 ・寡

婦)福祉資金借用書J~' r母子(寡婦)福祉資金を」必)r母子(父子 ・寡婦)福祉資金をJ~' r母子及び寡婦福

祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~' I年 5%J会) I年 %J ~' I円あて」会) I円ずつJ~部公'~鑑

信組制ーを「理事」会) I役員J~部公的。

線十同日it'書送信モト「母子(寡婦)福祉資金貸付調書」会) I母子(父子 ・寡婦)福祉資金貸付調書J~' 

住居の状況 |自家 借家
間借り アパート 母子生活支援施設

会]
母子住宅

住居の状況 |自家 借家
間借り アパート 母子生活支援施設

込書当去の。
公営住宅

線十十〈ロヤ挺情fト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金貸付申請書」会)I母子(父子 ・寡婦)福祉資金貸付

鰭ト~' '1就一金l :l児i扶養:金lJ~ 療養資金

l就一金l :l 通l斗 間 一 日iEk 3 計医療介護資金
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「と寡婦福祉資金」会) I、父子福祉資金及び寡婦福祉資金」込書当公的。

線十干ミnit'縫hlモト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金団体貸付事業実績報告書」会) I母子(父子 ・寡婦)

福祉資金団体貸付事業実績報告書J~' I母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~部公的。

総11十一nit'縫情モト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・寡婦)福祉資金」込書当去の。

5 

規則 |十一|口や縫hlモト「殿」会) I様J~' I名称、事務所、事業場の変更届」会) I名称、事務所及び事業場変更届J

~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・寡婦)福祉資金J~' I事業に係る事務所、事業場及び名称」会]

「母子 ・父子福祉団体の名称 ・事務所 ・事業場J~' Iお届けします」会) I届け出ますJ~部去の。

規則 |十11口骨堂経世モト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会)I母子(父子 ・寡婦)福祉資金J~' I承認、方

お願いいたします」会) I願い出ます」込書当去の。

総11十一川口it'縫情モト「殿」会) I様J~' I母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~' I母子

(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・寡婦)福祉資金J~d.部公的。

総11十一同ロヤ縫情モト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・寡婦)福祉資金J~' 

(学校名)
(氏名)就学状況

寄日 科年在学)

休学年月日 年 月 日 会]

年 月 日から
休学期間

年 月 日まで

(学校名)
(氏名)就学状況

音日 科年在学)

年 月 日から
休学期間

年 月 日まで

込書当去の。

規則 | 十-i(口や縫世-R.cD線 11 十一く酔縫hl うす~ ¥J C' SZ{I!:!モト「殿_J ~ I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会)I母子(父子 ・

寡婦)福祉資金」込書当公的。

規則 | 十一千~nit'縫情モト「殿」会) I様J~' I届 人」会) I届出者J~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・寡

昔話)福祉資金J~' I続き柄」会) I続柄」込書当去の。

総川十ロヤ縫情-R.cD燃川十川ロヤ縫官制下ノC'SZ{I!:!-Eト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・

寡婦)福祉資金J~部公的。

総川十gjnit'書送信fト「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子(父子 ・寡婦)福祉資金J~' I続き柄」

会) I続柄」込書当去の。

総川 十-jJ nや縫情'線国十日[it'~送信阿古線国十 1 nや縫情荘「殿」会) I様J~' I母子(寡婦)福祉資金」会) I母子

(父子 ・寡婦)福祉資金J~' I円あて」会) I円ずつJ~話公的。

線国十11口や縫信任「殿」会) I様J~' I母子家庭等(寡婦)日常生活支援事業開始届」会) I母子家庭(父子家庭 ・

寡婦)日常生活支援事業開始届J~' I母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~' I母子家庭

等(寡婦)日常生活支援事業を」会) I母子家庭(父子家庭 ・ 寡婦)日常生活支援事業をJ~部公的。

線国十川口や縫世モト「殿」会)I様J~' I母子家庭等(寡婦)日常生活支援事業変更届」会)I母子家庭(父子家庭 ・

寡婦)日常生活支援事業変更届」斗， I母子及び寡婦福祉法」会)I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~' I付け

第 号」会) I付けJ~' I母子家庭等(寡婦)日常生活支援事業を」会) I母子家庭(父子家庭 ・寡婦)日常生活

支援事業を」込書当公的。

組長田十gjnit'型経世モト「殿」会) I様J~' I母子家庭等(寡婦) 日常生活支援事業廃止(休止)届」会) I母子家庭

(父子家庭 ・寡婦)日常生活支援事業廃止(休止)届J~d.' I母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福

祉法J~' I付け 第 号」会)I付けJ~' I母子家庭等(寡婦)日常生活支援事業を」会) I母子家庭(父子

家庭 ・寡婦)日常生活支援事業を」込書当公的。

組Rgj十同日や縫情モト「母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~部公的。

組長田十i( nit'~き世モト「殿」会) I様J~' I母子及び寡婦福祉法」会) I母子及び父子並びに寡婦福祉法J~' I女子

(寡婦)J会) I女子又は寡婦J~' I続き柄」会) I続柄J~d.部去の。

(同三~恥伴!日EギキJ 入、ーボ~埋!とSZ~ C' 1 _信部同)
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第 七 条 石 川 県 母 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 六 十 二 年 石 川 県 規 則 第 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

石 川 県 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則

第 一 条 中 「 石 川 県 母 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 」 を 「 石 川 県 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 石 川 県 母 子 福 祉 セ ン タ ー 」 を 「 石 川 県 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 剖 ヱ 一 週 内 申 ボ 前 洋 時 い ¥ 山 H I 嵐 同 時 凶 鵡 嵐 尚 丑 部 嚇 」 を 「 剖 ヱ 一 週 内 申 ボ ・ 山 内 ボ 前 洋 時 い ¥ 山 H I 嵐 同 時

制 個 旅 嵐 尚 世 部 嚇 」 に 、 「 剖 コ 一 滴 申 h 市 首 洋 」 川 い ¥ 山 H I R ) 」 を 「 剖 コ 一 滴 碍 ボ ・ 山内 h 市 首 洋 」 川 い ¥ 山 H I R ) 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 剖 ヱ 一 週 内 申 ボ 前 洋 時 い ¥ 山 H I 海 迫 丑 日 嚇 」 を 「 剖 ヱ 一 滴 砲 ボ ・ 山内 h ヱ 岡 洋 」 川 い ¥ 山 H l 海 迫 西 日 酬 明 」 に 、

「 剖 ヱ 一 滴 申 ボ 前 洋 時 い ¥ 山 H I 嵐 同 時 凶 鵡 」 を 「 剖 ヱ 一 週 内 申 ボ - 山内 h ヱ 岡 洋 時 い ¥ 山 H I 高 尚 晴 樹 鵡 」 に 、 「 剖 ヱ 一 週 内 申 ボ 前 洋 時 い ¥

W H I 品 川 」 を 「 剖 ヱ 一 滴 砲 ボ ・ 山 内 ボ 前 洋 」 川 い ¥ 山 H I 品 川 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 剖 ヱ 一 週 内 申 ボ 前 洋 時 い ¥ 山 H I 海 迫 油 抑 制 加 嚇 」 を 「 剖 ヱ 一 滴 砲 ボ ・ 山内 h ヱ 岡 洋 」 川 い ¥ 山 H I 海 迫 油 抑 制 加 酬 明 」 に 、

「 剖 コ 一 滴 碍 ボ サ 岡 洋 時 い ¥ 山 H I 嵐 尚 時 掛 鵡 」 を 「 剖 コ 一 週 内 申 ボ - 山内 h ヱ 岡 洋 時 い ¥ 山 H I 嵐 尚 晴 樹 鵡 」 に 、 「 剖 コ 一 週 内 申 ボ 世 田 洋 時 い ¥

W H 1 3 」 を 「 剖 ヱ 一 滴 砲 ボ ・ 山 内 ボ 前 洋 」 川 い ¥ 山 H 1 3 」 に 改 め る 。

( 石 川 県 産 業 展 示 館 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

第 八 条 石 川 県 産 業 展 示 館 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 四 十 七 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 使 用 者 の 欄 第 十 号 中 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 」 を つ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 」 に 、 「 母 子 福 祉 施 設 」 を

「 母 子 ・ 父 子 福 祉 施 設 」 に 改 め る 。

別 表 支 出 先 又 は 支 出 の 目 的 の 欄 中 「 母 子 福 祉 施 設 」 を 「 母 子 ・ 父 子 福 祉 施 設 」 に 改 め る 。

( 石 川 県 訓 練 手 当 支 給 規 則 の 一 部 改 正 )

第 九 条 石 川 県 訓 練 手 当 支 給 規 則 ( 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 規 則 第 四 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 第 九 号 中 「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 」 を 「 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ き 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 問 、 所 要 の 調

整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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